
利用登録をクリック

平成３１年１月より、
利用前の登録手続きが簡単になります！

１ 概 要

平成３０年９月、子育てに関する様々な情報を掲載するポータルサイト「やまなし子
育てネット」に、病児・病後児保育施設を紹介するページを創設しました。

このページに各施設の「空き状況」を確認できる機能を設けたところですが、この度、
施設を利用する前に市町村で行う「利用登録」の手続きについて、スマートフォンなど
で自宅に居ながら登録できるようになります。

２ 稼働日
平成３１年１月４日(金)午前８時３０分～

３ ご利用方法
（１） 「やまなし子育てネット」トップページ

↓
（２） 「病児保育施設」をクリック

↓
（３） 「利用登録」をクリック

http://www.yamanashi-kosodate.net/

子育てネットＱＲコード

病児保育施設をクリック

お住まいの市町村をクリック

外部サイト(やまなしくらしねっと)にて、
病児保育に係る「利用登録」の電子申請を行います

病児・病後児保育施設

病児保育の利⽤⼿続（標準的な流れ）

① 利⽤登録（事前に市町村に申請）

② 子どもの発病（発症）

③ 登録した施設に「仮予約」の連絡

④ かかりつけ医を受診※連絡票への主治医の署名

入院 又は ⾃宅療養

急性期の場合等
入院の必要が無いと
判断した場合

⑤ 施設に「本予約」の連絡

⑥ 病児保育の利⽤ ※連絡票を持参

受診 又は ⾃宅療養

体調悪化等により

⑦ 病児保育の終了

⑧ お迎え（利⽤料⾦⽀払）

http://www.yamanashi-kosodate.net/

